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濃縮加工施設における廃品シリンダの設工認の取り扱いについて 

 

１．概要 

  濃縮加工施設の劣化ウランを貯蔵する廃品シリンダ（ANSI又は ISO規格 48Yシリンダ）は、事業所

外から受入れた原料シリンダ（ANSI 又は ISO規格 48Yシリンダ）の原料 UF6をカスケードへ供給し、

空になった原料シリンダを廃品シリンダとして転用している。廃品シリンダは事業許可において、最

大貯蔵能力分の本数を申請しており、運転において必要の都度、転用に係る設工認を申請、使用前検

査を分割して受検し、その都度合格証の交付を受けてきた。このうち、平成 18年に申請、認可を受

けた廃品シリンダ 160 本分の設工認において、現時点で 92本分について合格証の交付を受けている

が、平成 29年に新規制基準への対応に伴い施設の稼働を停止したため、68本分が未受検であり、こ

の 68本分の許認可上の扱いについて方針を確認させていただきたい。 

 

２．内容 

 （１）廃品シリンダの転用に係る流れについて 

    原料シリンダの受入れから廃品シリンダへの転用、最終の貯蔵までの流れを下表に示す。 

 

○発生槽に装填し、UF6をカス
ケードへ供給
○UF6発生により空シリンダと
なる。

№ 1 2 3 4

工程

説明
○事業所外から原料シリンダを
受け入れる。

○搬入後、概ね1年以内に貯蔵
設備として設工認を申請、認可
を受ける。
（搬入後1年以内に発生槽に装
填し発生させる場合は設工認
対象外）

○設工認に基づき使用前検査
を受検し合格を受ける。
○合格後、承認容器の廃止を
届出。

○貯蔵庫で廃品シリンダを貯蔵

内容物 UF6充填 UF6充填 UF6充填 UF6充填⇒空

5 6 7 8

貯蔵設備　原料シリンダ
（設工認）

貯蔵設備　原料シリンダ
（設工認）

⇒
貯蔵設備　廃品シリンダ

（設工認）

○空となった原料シリンダにつ
いて、廃品シリンダへの転用の
設工認を申請、認可を受ける。

○設工認に基づき使用前検査
を受検し合格を受ける。

○廃品回収槽に装填し、カス
ケードからUF6を回収

空

許認可等
輸送容器　原料シリンダ

（承認容器）
輸送容器　原料シリンダ

（承認容器）

輸送容器　原料シリンダ
（承認容器）

⇒
貯蔵設備　原料シリンダ

（設工認）

貯蔵設備　原料シリンダ
（設工認）

貯蔵設備　廃品シリンダ
（設工認）

貯蔵設備　廃品シリンダ
（設工認）

空 空⇒UF6充填 UF6充填

№

工程

説明

内容物

許認可等

原料シリンダ受入
原料シリンダ

設工認

原料シリンダ

UF6発生

廃品シリンダへの転

用設工認

原料シリンダ

使用前検査

廃品シリンダへの

転用使用前検査

廃品シリンダ

UF6回収

廃品シリンダ

貯蔵
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 （２）これまでの廃品シリンダの設工認、使用前検査について 

    廃品シリンダに係るこれまでの設工認、使用前検査の実績は下表のとおりである。運転の中で

発生した空の原料シリンダを適宜、廃品シリンダに転用していくため、設工認では一定本数の枠

を申請し、転用可能な空の原料シリンダが一定数揃った時点で使用前検査を申請・受検し、検査

の申請単位で合格証を受領して使用を開始する運用としていた。 

    また、下表の「№4 認可番号：平成 18・02・06原第 1号」の設工認について、平成 27年ま

でに 92本分の使用前検査を受検し合格証の交付を受けているが、平成 29年に新規制基準への対

応に伴い施設の稼働を停止したため、廃品シリンダへ転用する空の原料シリンダが生じないこと

から、以降、使用前検査の申請・受検をしていない（事業許可最大貯蔵力：1222 本、設工認申請

本数：1222 本、合格証交付本数：1154本、検査未受検：68本）。 

    

№ 
設工認 使用前検査 

申請時期 認可番号 申請本数 合格証交付時期・回数 合格本数 未受検 

1 
平成元年 

8月 

元安（核規）第

376号 
210本 

平成 3 年～平成 8 年に計

15回合格証交付 
210本 0本 

2 
平成 6年 

9月 

6安（核規）第

665号 
222本 

平成 8年～平成 10年に計

6回合格証交付 
222本 0本 

3 
平成 7年 

9月 

7安（核規）第

668号 
630本 

平成 11 年～平成 18 年に

計 17回合格証交付 
630本 0本 

4 
平成 18 年 

2月 

平成 18・02・06

原第 1号 
160本 

平成 19 年～平成 27 年に

計 4回合格証交付 
92本 68本 

合 

計 
計 4回申請 1222本 計 42回合格証交付 1154本 68本 

 

 （３）今後の設工認の対応方針について 

    今後の新規制基準への適合の第 5回申請では、現存する既設の廃品シリンダの適合性を確認す

る必要があるため、合格証の交付を受けている 1154本を対象に申請を行う（廃品シリンダは、

「第 8条 外部からの衝撃による損傷の防止」、「第 14条 安全機能を有する施設」の要求が新

たに追加となっているため、第 5回で適合性を示す予定）。 

    また、上記にあわせて「№4 認可番号：平成 18・02・06原第 1号」の設工認について、炉規

法第 16条の二の 2項申請（変更）を行い、申請本数を 160本から 92本に変更する（未受検分の

68本を減ずる）。なお、68本分については、施設の再稼働の時期を踏まえ、今後、適切な時期

に改めて設工認の申請を行う。 

 

（参考） 

  添付：設工認（認可番号：平成 18・02・06原第 1号）抜粋 

 

以上  




















